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問住民防災課生活交通係　☎ 585-2116

使用済み小型家電と古着類の特別回収を行います

　町では、回収ボックスに入らない小型家電と通常燃やせるごみとして処分する古着類の回収を実施します。

ご自宅に眠っている小型家電や古着類がありましたら、ぜひこの機会にご利用いただき、ごみ減量化と再資源

化にご協力ください。

■日時　　7 月 5 日土　午前 9時～午前 11 時

■場所　　国見町役場　駐車場（正面入口前）

■回収品目

区分 対象品目

小型家電類

電話機 /スマートフォン /ラジオ /電子辞書 /CD プレーヤー /アンプ /デジタルカメラ /一眼レフ

カメラ /パソコン（ブラウン管モニターは有償引き取り）/USB メモリー /ゲーム機 /液晶モニター

/インクジェットプリンター /炊飯器 /電子レンジ /トースター /ホットプレート /扇風機 /アダ

プター類 /充電器 など

古着類

和服・帯 / カーテン / 革ジャン / 水着 / 靴下 / コート / 下着 / シーツ / ジーンズ / ズボン / スラッ

クス / ジャケット / ダウンジャケット / ショール / スカーフ / スーツ /Y シャツ / ネクタイ / ストッ

キング / セーター / フリース / 背広 / タオル /T シャツ / パジャマ / ハンカチ / ブラウス / ベビー服

/毛布 /ゆかた /ワンピース 

※品目によって回収をお断りする場合があります。詳細は町ホームページでご確認ください。

※インク、電池、カメラのフィルム、ビデオカメラのテープ・ディスクは外してください。　

※古着類は再利用しますので、できるだけ汚れや破れ、漏れがないものとし、中身がわ

　かるように透明な袋に入れてお持ちください。
町ホームページ

■持ち込み時の注意点

・自動車でお越しの方は、会場図のとおりドライブスルー方式（一方通行）で行います。徒歩で来られる方は、

 順番待ちとなる場合があります。

・会場では事故を起こさぬよう、係員の指示に従ってください。

【会場図】
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国民年金保険料の免除申請受付

　収入が少ないなどの理由で国民年金を納められない方のために免除制度や納付猶予制度があります。

問ほけん課国保係　☎ 585-2785

問ほけん課保健係　☎ 585-2783

胃がん検診（胃カメラ）を実施します

医療機関で実施する胃がん検診（胃カメラ）のご案内です。内容をよくお読みいただき、お申込みください。

対象者
（令和 8年 3月 31 日時点）

・50 歳以上（昭和 51 年 3 月 31 日以前に生まれた方）で偶数年齢の方
・50 歳以上の奇数年齢で前年度胃がん検診を受診していない方

定員 100 名（定員を超過した場合、初めての方を優先します）

受診費用
自己負担金

国　　保

後期高齢

社会保険

受診費用 14,140 円のうち　自己負担金 3,000 円　
（検診当日に医療機関にお支払いください）

生活保護 無料

申込方法

本人または家族の方がお申込みできます。
・電話申込み (ほけん課保健係 ☎ 585-2783)
・インターネットでの申込み　右側の二次元コードを読み取り、
　お申込みください。

申込期間
申込期間　　7月 1日火～ 7日月
受付時間　　電話申込み　午前 8時 30 分～午後 5時 15 分（土日を除く）
　　　　　　インターネット申込み　24 時間受付

その他

・役場に申込み後、自宅に案内通知が届きましたら、ご自身で指定医療機関へ予約して
　ください。
・役場に申込みせずに直接医療機関へ連絡しても受付できません。
・検診期間は 8月 1日金～ 11 月 29 日土です。
・令和 7年度総合検診で胃がん検診（胃バリウム検診）を受診した方は対象外です。
・妊娠中の方、胃疾患で治療中または胃全摘術後の方は、かかりつけ医にご相談くだ
　さい。

インターネット申込み

■免除額

　全額、一部免除（4分の 3、2分の 1、4分の 1を納付すると残りの保険料が免除）

　※免除された保険料は、10 年以内であれば、後から納付することができます。

■審査

　本人、配偶者、世帯主それぞれの前年の所得などを基準に審査

■申込方法

　令和 7年度の申込みは 7月から開始となります。希望される方は、マイナンバーカードまたは基礎年金番号  

  通知書を持参のうえ、ほけん課国保係まで申請してください。
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令和 7年度ひきこもり家族教室

　同じ悩みを持つ家族で集まり、ひきこもりに関する知識や本人への関わり方、社会資源等について学びます。

本人、家族、関心のある方、地域の支援者など、どなたでも参加できます。

■日　時　 7 月 3 日木　午後 1時 30 分～午後 3時 30 分

■場　所　 福島県県北保健福祉事務所　2階　大会議室（福島市御山町 8-30）

■申込方法　電話により下記までお申込みください。（初めての方は事前に面談を行います）

■申し込み・問い合わせ先　福島県県北保健福祉事務所障がい者支援チーム　☎ 534-4300

※家族教室は全 6回予定されています。詳細は、県北保健福祉事務所までお問い合わせください。

認知症カフェ「オレンジカフェ」の開催

問公立藤田総合病院　地域医療連携課　☎ 585-2121

　認知症についての学びの他に、飲み込みのお話やお薬、感染対策、栄養など、奇数月に１回、様々なテーマ

で開催しています。どなたでも参加可能ですのでぜひご参加ください。

■日　時　7 月 9 日水　午前 10 時 15 分～午前 10 時 45 分

■場　所　公立藤田総合病院　ホールシャングリラ（総合受付後方）

■テーマ　人生会議ってなんだろう？～認知症と人生会議の関係～

令和 7年国勢調査を実施します

　国勢調査は、令和 7 年 10 月 1 日現在、日本に住んでいるすべての人と世帯を対象として実施される

重要な統計調査です。国勢調査は統計法という法律に基づき、回答の義務がある大切な調査です。皆様

の調査へのご理解とご協力をよろしくお願いします。

問企画調整課総合政策係　☎ 585-2217

■調査の方法

　9 月中旬から国勢調査員が町内すべてのお宅にお伺いし、調査票を配布します。

調査票への回答は、簡単・便利なインターネットでお願いします。（郵送も可・切手不要）

インターネット回答では、パソコンやタブレット、スマートフォンから24時間いつでも簡単に回答ができます。　

　令和 2 年度国勢調査ではインターネット回答をした 98％の方が「次回もインターネット回答をしたい」と答

えています。（令和 2年国勢調査時の国見町のオンライン回答率は 27.3％でした）

■回答期間

・インターネット回答期間　　　調査書類が届いた時点～ 10 月 8 日水
・調査票（紙）での回答期間　　10 月 1 日水～ 10 月 8 日水
■注意点

・国見町統計調査員が国勢調査員として訪問します。担当する調査区が広範囲にわたるため、地区外（町内会外）

 の調査員が訪問する場合があります。予めご了承ください。

・国勢調査で金銭を要求することはありません。調査をよそおった不審な訪問者や、不審な電話などにご注意 　　　　

 ください。
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第 30 回国見町フォトコンテストの開催

　国見町内で発見した「くにみのお宝」「幸せあふれる瞬間」「心に響く」「素敵な笑顔」をとらえたもので、「国

見町っていいな」と思わせるとっておきの映え作品を募集します。

■募集期間　　令和 8年 2月 20 日金まで（必着）

■作品送付先　〒 969-1792 福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田二 1番 7

　　　　　　　国見町まちづくり推進協議会事務局（国見町企画調整課総合政策係内）

　　　　　　　※応募条件等の詳細は、町ホームページでご確認ください。 町ホームページ

問企画調整課総合政策係　☎ 585-2217

使用済みのインクカートリッジは回収ボックスに！

　廃棄物の減量と資源の有効活用の取り組みとして、家庭用プリンターの使用済みインクカートリッジを回収

しています。ごみの減量化と資源化にご協力ください。

■回収場所

　・役場庁舎　1階　住民防災課窓口付近

　・観月台文化センター　地階入口（東側入口）

　※小型家電回収ボックスに併設してあります。

■回収方法　

　小袋等には入れずに、そのまま回収ボックスに投入してください。

■利用時間

　開庁時間内であれば、いつでもご利用いただけます。

■対象品目　

　全メーカー

■注意事項

　事業所（お店やオフィス）で使用したものは対象外です。

　適切に処分してください。

問住民防災課係生活交通係　☎585-2116

（例）インクカートリッジ

こちらの回収ボックス

に入れてください！

　粗大ごみを出すときは、収集日の前日（平日の

午前 8時 30 分から午後 5時 15 分）までに、品目・

数量・ごみ置場の番号を住民防災課へ連絡してく

ださい。受付の無いものは収集しません。

　ごみの出し方のルールを守ってください

・ごみ袋に名前を書いて出してください。

・プラスチックのごみ袋には、水洗い等で簡単に汚

　れが落ちたものだけを入れてください。汚れがあ

　るものは「もやせるごみ」として出してください。

7月2日水、16日水町による粗大ごみ収集日

粗大ごみ収集日と

ごみの出し方

問住民防災課生活交通係　☎ 585-2116

・不法投棄とは法律（廃棄物の処理及び清掃に関

　する法律）に反して決められた場所以外に、廃

　棄物を投棄することです。

・「少しくらいなら」と不法投棄した場合、「法律

　第 25 条第 1項第 14 号」に違反することになり、

　【5 年以下の懲役若しくは 1 千万円以下の罰金】

　に処され、またはこれを併科されます。「知らな

　かった」としても法律に反していれば逮捕され

　ることもあります。

不法投棄は犯罪です

問住民防災課生活交通係　☎ 585-2116


